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平成２４年上尾市教育委員会４月定例会 教育長報告２ 

所属名  教育総務部 総務課  

  

件  名 

 

上尾市教育委員会の事務に関する点検評価制度の基本設計について 

 

内 容 説 明 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、すべ

ての教育委員会は毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出すると

ともに公表しなければならない旨が義務付けられています。 

ついては、平成２４年度における上尾市教育委員会の事務に関する点検・評価

を実施するにあたり制度の基本設計を決定したので、報告いたします。 
 

 

 
 
 
 

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するととも

に、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 

 

添付資料 添付資料名 

有 ・ 無 教育委員会の事務に関する点検・評価制度の基本設計（７ページ） 
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  教育委員会の事務に関する点検・評価制度の基本設計について  

○評価の対象 
これまでの４カ年については、教育委員会が所管する上尾市行財政３か年実施計画に掲げられた事務事

業を対象として「事務事業評価」を実施したところである。平成２４年度の点検評価は、平成２３年度分が評

価対象となるが、平成２３年度は、「上尾市教育振興基本計画」がスタートした初年度にあたり、当該計画を

効率的かつ効果的に推進していくためには、ＰＤＣA サイクルの考え方に基づき、当該計画と点検評価を関連

付け、計画の進捗管理を行う必要がある。 

このことから、平成２４年度評価においては、まず「上尾市教育振興基本計画」に掲げられた各施策の下に

体系付けられた事業（平成２３年度上尾市教育行政重点施策において決定）について、事業レベルでの「事務事業評価」

を実施した後、事務事業評価をベースに施策レベルでの「施策評価」を実施する。 
 
 

○評価の方法 
事務事業評価については、経常的事業を除き、政策的事業を対象として、事業毎に評価シートを作成。各

シートには、事業の概要、決算額、指標 等を示しながら、有効性・有益性・効率性等の観点から、当該年度

の成果について総合的に評価する。 

また、施策評価についても、各施策毎にシートを作成。各シートには、関連事業の状況や施策の目標値等

を示すとともに施策の達成度を評価し、達成のための具体的な課題、改善策、方向性を記すものとする。 
 
 

○教育に関し学識経験を有する者の知見の活用 
地教行法においては、点検及び評価を行うに当たり、点検評価結果の客観性を確保する観点から、教育

に関し学識経験を有する者の意見を聴取する機会を設けるなど、知見の活用を求めている。昨年度において

は、聖学院大学教授 小川洋 氏 及び 元上尾市立小学校長 河原塚貴美代 氏に第三者評価を依頼し

たところであり、平成２４年度においても、これまでの経過を熟知している小川氏及び河原塚氏に第三者評価

を依頼する。 

なお、昨年度までは、各事業について第三者評価を実施していたが、平成２４度については、事業毎の第

三者評価は実施せず、各施策に対する評価についてのみ第三者評価を実施する。 
 
 

○市議会への報告書の提出・公表の方法 
地教行法においては、教育委員会自ら点検評価を実施し、その結果に関する報告書を作成、これを議会に

提出するとともに、公表しなければならない旨が規定されており、市議会議長宛に点検評価報告書を提出し、

併せて全市議会議員に報告書を配布する。 

また、公表については、上尾市 Web サイトへの掲載、市役所本庁舎内情報公開コーナー・図書館・分館・公

民館図書室における閲覧等により、市民に対して公表する。 
 
 

◎点検評価の実施時期・市議会への報告等のスケジュール 

４ 月 ２ ０ 日 平成２４年教育委員会４月定例会にて制度の基本設計を報告 

 ◆各事業の評価 （各担当課が評価シートを作成） 

↓ 教育委員会への報告・意見聴取 

◆各施策の評価 （各施策の主管課が評価シートを作成） 

↓ 教育委員会への報告・意見聴取 

◆作成された施策評価案について、各所属長で構成するプロジェクトチームを 
設置し、施策評価案を最終決定する。 

８ 月 ２ ２ 日 [教育委員会８月定例会] 点検評価結果案に関する議案の提出 （継続協議） 

９ 月 下 旬 [教育委員会９月定例会] 点検評価結果案に関する議案の継続協議・採決 

１０月 学識経験者に意見聴取 

１ １ 月 下 旬 [教育委員会１１月定例会] 市議会への報告書の提出に関する議案提出・採決 

１ ２ 月 中 旬 平成２４年上尾市議会１２月定例会において、市議会に対して報告書を提出 
 


